
福島市保育士等奨学資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年１月８日 

 

福島市長 馬 場 雄 基 

 

福島市規則第 2 号 

 

福島市保育士等奨学資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則 

 

福島市保育士等奨学資金貸付条例施行規則（平成31年規則第57号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（貸付けの申請） （貸付けの申請） 

第７条 条例第７条の規定による申請は、福島市保育士等奨学資金貸付申請書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

第７条 条例第７条の規定による申請は、福島市保育士等奨学資金貸付申請書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 同意書兼誓約書（様式第２号） (２) 誓約書（様式第２号） 

(３)・(４) （略） (３)・(４) （略） 



様式第１号（第７条関係） 様式第１号（その１）（第７条関係） 

  



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 様式第１号（その２）（第７条関係） 

 

 



様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第７条関係） 

 

 

附 則 

この規則は、令和８年１月９日から施行する。 


